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 佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月31日 

                                     佐賀県人事委員会委員長  江  崎  匡  慶    

 佐賀県人事委員会規則第12号 

   佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則 
 佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則（昭和33年佐賀県人事委員会規則第12号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

別表第１（第２条、第３条関係） 別表第１（第２条、第３条関係） 

組織 職 区分 

知事 本庁  略 

農林水産部  

家畜防疫対策企画監 

 略 

 

 略 

 略 

 

 

 

  

出納局  略 

現地

機関 

政策部 首都圏事務所長 

 略 

消防学校長 

 略 

２種 

 略 

２種 

 略 

 略 

地域交流部  略 

九州陶磁文化館統括副

館長 

 略 

 略 

２種 

 

 略 

組織 職 区分 

知事 本庁  略 

農林水産部 農業政策総括監 

家畜防疫対策企画監 

 略 

２種 

 略 

 略 

山博・緑化

フェア事務

局 

事務局長 

政策総括監 

１種 

２種 

 

出納局  略 

現地

機関 

政策部 首都圏事務所長 

 略 

消防学校長 

 略 

３種 

 略 

３種 

 略 

 略 

地域交流部  略 

九州陶磁文化館統括副

館長 

 略 

 略 

３種 

 

 略 
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改正前 改正後 

 略 

産業労働部  略 

産業技術学院長 

 略 

 略 

２種 

 略 

農林水産部 農林事務所長（佐賀中部

農林事務所に限る｡） 

 

農林事務所長（佐賀中部

農林事務所を除く｡） 

 

 略 

 略 

 

 

 略 

 

 

 略 

 略 

 略 

教育委員会 教育委員会

事務局 

 略 

課長 

 

推進監 

 略 

 略 

 略 

 

 略 

 略 

 略 

 略 
 

 略 

産業労働部  略 

産業技術学院長 

 略 

 略 

３種 

 略 

農林水産部 農林事務所長（佐賀中部

農林事務所及び杵藤農

林事務所に限る｡） 

農林事務所長（佐賀中部

農林事務所及び杵藤農

林事務所を除く｡） 

 略 

 略 

 

 

 略 

 

 

 略 

 略 

 略 

教育委員会 教育委員会

事務局 

 略 

課長 

政策企画監 

推進監 

 略 

 略 

 略 

３種 

 略 

 略 

 略 

 略 
 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


